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成 2 3年 1 2月 6日

第4次 葛飾区男女平等推進計画 (素案)に ついて

1 計 画の位置づけ

本計画は、葛飾区男女平等推進条例第 8条 に基づき策定する計画であ り、かつ
「男女共同参画社会基本法」及び 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律」に基づく市町村における基本的な計画に該当するものである。

2 計 画期間

平成 24年 度から28年 度までの 5年 間

3 計 画の基本理念

葛飾区男女平等推進条例第 3条

4 計 画における重要な視点

(1)ワ ーク ・ライフ ・バランスの推進

(2)あ らゆる暴力の根絶

(3)意 思決定過程への女性の参画

5 計 画の基本 目標及び課題

(1)男 女がともに協力 しあい、仕事も暮 らしも楽 しめるまち か っ しか

①仕事 と生活の調和 (ワーク ・ライフ ・バランス)の 推進

②多様な働き方を支援する環境の整備

(2)男 女がともに人権を尊重 しあい、自分 らしく生きることができるまち か っ しか
①あらゆる暴力の根絶

②お互いの性の尊重と健康支援
(3)男 女がともに平等意識をもって、個性と能力を発揮できるまち か っしか

①男女平等意識の確立

②あらゆる分野への男女の参画促進



6 パ ブ リック・コメン トの実施について

(1)意 見提出期間

平成 23年 12月 14日 (水)～ 平成 24年 1月 13日 (金)

(2)閲 覧場所

男女平等推進センター、区政情報コーナー、区民事務所 (6ヵ 所)、区民サー

ビスコーナー (4ヵ 所)、学び交流館 (4ヵ 所)、図書館 (12ヵ 所)の 各窓口

及び区ホームページ

(3)意 見提出方法

郵送、ファクス、電子メール

(4)周 知方法

広報かつ しか 12月 15日 号、区ホームページに掲載



1 基 本的な考え方

第4決 葛齢区男安平等推進計画の策定にあたって

葛飾区は、平成 8年 (1996年 )に 第 1次 計画となる 「男女平等社会実現
かつ しかプランー葛飾区女性行動計画一」策定以後、 5年 ごとに 「葛飾区男女
平等推進計画 (第2次 )」、「葛飾区男女平等推進計画 (第3次 )」を策定 し、男
女平等推進のための施策を進めてきました。さらに、「配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護に関する法律1の 改正を受け、平成 21年 (2009年 )に
「葛飾区配偶者暴力の防止及び被害者保護のための計画」を策定するなど、配

偶者暴力の防止及び被害者支援のための取組を充実させてきました。
区では、これまでの男女平等推進施策の取組状況及び平成 22年 (201o

年)に 実施 した 「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」結果を受け、第 4
次葛飾区男女平等推進計画を策定 します。

計 画 の 性 格

( 1 )葛 飾区男女平等推進条例の理念を実現するために、同条例第 8条 に基づ
き策定する計画です。

(2)「葛飾区男女平等推進計画 (第3次 )」を継承 し、さらに発展 させるため
に策定 した計画です。

(3)広 く区民の意見を取 り入れ、地域社会の現状に合致させた計画です。
(4)男 女共同参画社会基本法第 14条 第 3項 に定める 「市町村男女共同参画

計画」に該当する計画です。

(5)こ の計画の 【目標 2の 課題 1と施策の方向 1～ 4】 は、「配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護に関する法律J第 2条 の 3第 3項 に定められ
た 「市町村基本計画」に該当し、「第 2次 葛飾区配偶者暴力の防止及び被
害者保護のための計画」として位置づけます。

(6)国 や東京都の計画及び取組との整合性を図つた計画です。



推 進 期 間

平成 24年 度 (2012年 度)か ら平成 28年 度 (2016年 度)ま での

5年 間とします。

基本軽念(葛飾区男女平等推進乗例第3秦より)

(1)男 女が、性別による固定的な役割分担意識又はそれに基づく社会的

な制度若しくは慣行による差別を受けず、自己の意思による多様な生

き方の選択を保障されること。

(2)男 女が、協力し合うことにより、家庭生活と社会生活の両立を図

ることができ、家庭及び社会における役割を果たすことができるこ

と。

(3)男 女が、社会の対等な構成員として、その意欲と能力に応じ、あら

ゆる領域における活動に参画する機会 (方針の立案及び決定の過程に

参加する機会をいう。)を 保障されること。
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～誰もが仕事と家庭を大切にした質の高い暮らしを営むことができるよう、

仕事と生活の調和 (ワーク・ライフ・バランス)を推進します。

O逸 室⊇五 向1ワ ークコライフ・バランスの稚維1こ由t十■警騎 ,啓馨

3 計 画の内容

男女がともに協力しあい、

仕事も暮らしも楽しめるまち かつしか

一人ひとりのライフスタイルや、就職・結婚・出産,退職など人生の各段階に応じた
生活を充実できるよう、ワーク・ライフ・バランスの意義を子どもも含めて広く区民に周
知し、理解を深めるための取組を行います。

《計画事業》ワーク・ライフロバランスに関する普及・啓発 など

O施 策の方由2働 き方の見直じに闘する企業への働去ぶ1+

ワーク・ライフ87ミランス推進には、企業の意識改革が重要です。長時間労働の是
正など、誰もが働きやすい職場環境を整備することは、その企業が求める多様な人

材の確保・定着や企業イメージの向上につながります。このようなメリットについて、さ
まざまな機会に企業向けの啓発を行うほか、ワークロライフ・バランスに取り組む企業
を支援します。

《計画事業》企業向け仕事と生活の調和応援事業、企業向けセミナー など

O     __幌 性の子育てや介穫への参画受標

男女ともこれまでの働き方を見直し、家事・育児口介護などをともに担っていくことが

大切です。特に男性に向けて、充実した家庭生活を送ることができるきっかけづくりを
進めます。

《計画事業》男性の家庭生活参画・ネットワークづくり支援 など

2多 様な働き方を支援する環境の

O量 麹堕狙ユ生堡育・介韻 境の整備

仕事と子育て・介護の両立支援のための環境整備、高齢者や障害のある人が安
全で安心して暮らすための環境整備を進めます。
《計画事業》保育園の多様な保育サービスの充実、在宅介護支援事業 など



O施 策の方白夕女性のための就労支援

希望する女性が出産や育児などで離職することなく継続して働けるよう、また一時
離職した女性の再就職などの支援に取り組みます。
また、生活上さまざまな困難のある女性への支援を進めます。

《計画事業》資格取得支援、女性のためのしごと相談【新規】など

O施 策の方向3国 人の希望に応じた馳き方への支援

だれもが、それぞれの希望に応じた多様な働き方を選択できるよう、資格取得や起
業に向けた支援を行います。

《計画事業》企業口区民向け情報誌等による啓発及び雇用促進事業 など

男女がともに人権を尊重しあい、

自分らしく生きることができるまち かつしか

～男女が互いの人権を尊重し、生渥にわたって心もからだも健康に暮らす

ことができる、暴力のない社会の実現に向けて地域全体で取り組みます。～

1 あらゆる暴力の ※施策の方向1～4は 「第2次葛飾区DV計 画」に該当します。

O        暴 功つ抹然崩上

配偶者や交際相手からの暴力は、犯罪となる重大な人権侵害であるという認識を、

さまざまな機会をとらえて啓発します。特に将来、子どもたちが新たな被害者・加害者
とならないよう、家庭・地域・学校の場で、暴力は決して許さないという意識づくリヘの

予防啓発に取り組みます。

《計画事業》「女性に対する暴力をなくす運動」の推進、若年層に向けた啓発 など

O       偶 者暴力の早期発見の推進

医師や保健医療関係者、学校、幼稚園、保育所、民生委員・児童委員、福祉関係

者等は、日常業務を通じて配偶者暴力に気づきやすい立場にあります。これら関係

者が、暴力を早期に発見し、配偶者暴力の特性を十分に理解した上で、被害者の安

全に配慮しながら適切な対応が図れるよう、情報提供や研修の実施をします。

《計画事業》医療・福祉関係者等への早期発見に向けた周知・啓発 など



O施 策の方向3相 談の充実

被害者本人や、周囲で配偶者暴力に気づいた人が、すぐに相談につなげられるよ

う、配偶者暴力の相談場所の周知徹底を図ります。特に、若い世代の女性も気軽に

相談ができるよう、インターネットなどの媒体を活用したPRを 進め、誰もが相談しや

すい環境整備を進めます。

《計画事業》配偶者暴力相談支援センター機能の検討 ・整備【新規】 など

O逸 盤⊇堕重L__被害者支援の抗実

被害者やその子どもの安全を最優先にしながら、本人の意思を尊重した支援を行

うため、被害者支援に従事する職員の資質の向上に努め、各関係機関との連携を進
めます。また、区の窓回職員、福祉関係職員等の研修を充実し、配偶者暴力の正し
い知識の啓発や二次級害防止に努めます。さらに、級害者をサポートするボランティ
アの育成口支援など、地域の中で被害者の支援に関わる人々を増やすための取組を
行います。

《計画事業》被害者情報の適切な取り扱い、民間グループの育成,支援【新規】 など

O施 策の方向5あ らゆる暴力防止1こ向けた取組

性別や年代・障害の有無・国籍を問わず全ての人に対して、セクシュアル・ハラスメ

ントや性暴力。児童虐待等、あらゆる暴力の根絶に向けた意識啓発のほか、さまざま

な取組を進めていきます。

《計画事業》人権啓発紙による啓発、犯罪被害者支援のための取組【新規】 など

1課題2_お 互いの性の尊重と健康支援|

○施策の方向1各 年代に応じた健康支援と性教育の充実

男女ともに生涯を通じて健康に暮らしていけるよう、健康増進や病気の予防と早期
発見のための環境整備に努めます。

また、女性が妊娠や出産などについて自ら意思決定できるよう、性と生殖に関する
健康と権利への支援を推進し、子どもの成長発達に応じた性教育を充実させます。
《計画事業》「性と生殖に関する健康と権利」に関する事業 など

O         ア rリテラシーの向上

人権尊重や男女平等の視点に立って、一人ひとりがメディアからの情報を正しく選
択・活用できる能力を身につけられるよう、メディア・リテラシーのさらなる向上を図り、
情報モラルの普及・啓発を進めます。

《計画事業》メディア=リテラシー向上に向けた講座 など



男女がともに平等意識をもって、

個性と能力を発揮できるまち かつしか

～男女があらゆる分野で活躍し、多様な意見が反映された活力ある

地域社会となるよう、意識の改革や男女の参画に向けて取り組みます。～

降題1男 キ平等意識の確立|

O          の 視点1こ立った意識改革の推進

未だに根強く残っている固定的性別役割分担意識の解消と、男女平等についての

理解をより深めるような広報い啓発活動を進めます。

《計画事業》男女平等推進センターまつり(パルフェスタ)、啓発紙等の発行 など

O       女 平等教育の推進と生濯学習の充実

学校教育と同時に、子どもたちを育む家庭や地域の中でも男女平等の視点に立っ

た学習を進めるなど、地域全体で男女平等意識の形成に向け取り組みます。
また幅広く区民を対象とした生涯学習の場においても、男女平等意識を高めるた

めの学習機会をより充実させます。

《計画事業》学校における男女平等にかかわる適正な指導、かつしか区民大学 など

題2あ らゆる分野への男女の参画促

O逸 愛の方向1女 性の能力発揮支援

女性が自信を持つてあらゆる分野で活躍できるよう、その意欲を高め能力を伸ばし

ていくための取組を進めます。

《計画事業》固定的性別役割分担意識にとらわれない職業観の育成【新規】など

O        _1方 針決定過程への女性の参画推進

審議会等委員の男女バランスに配慮し、女性が意思決定過程に積極的に参画で

きる環境づくりを推進します。

《計画事業》審議会等への女性の積極的な登用 など

O            参 画促進

地域活動において男女がともに活躍できるよう、また幅広い世代の男女が新たな

活動を進めるためのきつかけづくりや支援を行います。

《計画事業》地域活動への女性の参画の働きかけ、ボランティア活動推進事業 など



男女平等推進のために

～男女平等社会の実現に向け、全庁を挙げて一体的に取り組みます。～

体制の強化に向けた取

O男 女平筆埜進センター機能の抗実

男女平等社会の実現に向け、男女平等の拠点である男女平等推進センターがより

多くの区民に活用されるよう、各種講座や研修、女性のための相談機能と活動団体
への支援事業を充実させます。また、この男女平等推進計画を区民と共有し推進で

きるよう、広く周知に努めます。

《計画事業》各種相談における一時保育事業【新規】 など

O塁 女平等推進計画の進捗管理

男女平等社会の実現は区の理念であり、男女平等推進のための施策は全庁的に

取り組む必要があります。男女平等推進本部を中心とした庁内組織の連携を強化し、

施策の進捗状況を目に見える形で管理するとともに、条例設置の葛飾区男女平等推

進審議会において評価します。また、課題ごとに数値目標を設定し、計画の成果をわ

かりやすく公開します。

《計画事業》数値目標の設定による進捗管理【新規】 など

O区 職員の意識啓発

区は男女平等社会の実現に向けて先導的な役割を果たす必要があります。区職

員の男女平等意識の啓発、配偶者暴力被害者への二次被害防止のための研修など、

さまざまな取組を行い、男女平等意識の理解をより深めます。

《計画事業》職員を対象とした男女平等研修 など

O区 民・民間団体筆との協勧

男女平等推進に向けた取組は、区民や企業、地域活動団体、NPO団 体、大学等

の機関との連携・協働が不可欠です。区は、区民やこれらの機関と連携し、より効果

的な啓発事業を進めます。

《計画事業》大学、NPO等 との交流・連携 など

・都等との連

男女平等社会の実現に向けた取組は、区だけでは解決できない課題が多く存在し

ており、法や制度の整備、規制等は、国。東京都など関係機関との協力が必要となり

ます。また、他自治体や東京都との情報交換を積極的に行うなど、連携を密に取り組

みます。

《計画事業》男女平等の諸施策の充実に向けての国・東京都への要請



葛飾区男女平等推進条例 (抜粋)

第 1条 こ の条例は、男女平等社会の推進に関し、基本理念を

定め、葛飾区 (以下 「区」という。)、 区民及び事業者等の

責務を明らかにするとともに、区の基本的な施策を定めるこ

とにより、すべての区民が、多様な生き方を選択し、協力tン

合い、豊かな家庭生活や社会生活を営むことができる地域社

会を築くことを目的とする。

第3条 男 女平等社会は、次に掲げる基本理念 (次条において

「基本理念」という。)に 基づき推進されなければならない。

11)男 女が、閣 いこよる固定的な役割分担意識又はそれに基

づく社会的な制度若しくは慣行による差別を受けず、自己

の意思による多様な生き方の選択を保障されること。

12)男 女が、協力し合うことにより、家庭生活と社会生活の

両立を図ることができ、家庭及び社会における役割を果た

すことができる|こと。

131 男女が、社会の対等な構成員としてその意欲と能力的志

じ、あらゆる領域における活動に参画する機会 (方針の立

案及び決定の過程に参加する機会をいう。)を 保障される

こと。

第4条  区 は、基本理念に貝」り、男女平等社会を推進するため

の施策を策定し、総合的力つ計画的に推進するものとする。

第5条  区 民は、男女平等社会についての理解を深め、その推

進に向けて取り細むように努めるものとする。

第6条  事 業者等は、事業活動又は社会的活動 (次条第4号

において 「事鶏 動等」という。)を 行うに当たり、男女平

等社会についての理解を深め、その推進に向けて取り組むよ

うに努めるものとする。

第7条  区 は、男女平等社会を推進するため、次に掲げる施策

(以下 「男女平等推進施策」という。)を 行うものとする。

(1)男 女平等社会の推進に必要な事項の調査研究、普及及び

広報に関する施策

121 男女が、協力し合うことにより、家庭生活と社会生活の

両立を図ることができ、家庭及び社会における役割を果た

すための支援に関する施策

13)男 女が、性別にかかわりなく、区の審議会等の委員に登

用され、区政に参画するための施策

平成 16年 4月 1日 施行

“1 男女が、性別にかかわりなく、事業者等が行う事業活動

等において適正な評価を受け、その意欲と能力に,忘じて、

事業活動等に参画するための施策

働 女 性の社会的、精紳的及び経済的自立の支援に関する施

策

16)家 庭内等において、配偶者等に対し著しい身体的又は精

神的な苦痛を与える暴力的行為及びセクシュアル ・ハラス

メント (性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の

環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応によ

り当該個人に不利益を与えることをいう。)を 防止するた

めの施策

171 前各号に掲げるt)ののほか、男女平等社会を推進するた

めに必要・鵡

第8条  区 長は、男女平等推進施策を総合的に進めるための計

画 (以下 「推進計酌 という。)を 策定するものとする。

2 区 長は、推進計画を策定し、又は変更するときは、あらか

じめ、区民及び事業者等の意見を反映することができるよう

に適切な措置を講ずるとともに、1葛飾区男女平等推進審議会

に諮問しなければならない。

3 区 長は、推進計画を策定し、又は変更したときは、これを

公表しなければならなし、

4 区 長は、推進計画の進 捗 状況について、毎年 1回 、葛

飾区男女平等推進審議会に報告するとともに、これを公表し

なけオ材ずならなV、

第9条 男 女平等推進施策を推進するため、区長の附属機関と

して、葛飾区男女平等推進審議会 (以下この章において 「審

議会」という。)を 置く。

第15条 男女平等社会の推進を阻書する事項に関し区民から

申立てのあった普情 (次条において 「音情」という。)を 適

正に処理するため、区長の附属機関として、葛飾区男女平等

昔情調整委員会 (以下この章において 「音情調整委員会」と

いう。)を 置く。
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1 基 本的な考え方

第4次 葛節区男女平等推進計画の策定にあたって

1 葛 飾区における男女平等推進の取縄

葛飾区では、平成元年 (1989年 )に 区の女性問題解決に向けた拠点とし
て、「葛飾区女性センター」を設置 しました。平成 8年 (1996年 )に は第 1
次となる 「男女平等社会実現かつ しかプランー葛飾区女性行動計画一」を策定
し、以後、「葛飾区男女平等推進計画 (第2次 )」を経て、現在は平成 19年 (2
007年 )に 宋定 した 「葛飾区男女平等推進計画 (第3次 )」により葛飾区男女
平等推進のための施策を進めてきました。平成 16年 (2004年 )に は、葛
飾区男女平等推進条例を施行 し、女性も男性も積極的に男女平等社会づ くりに
参画できるよう、葛飾区女性センターの名称を 「葛飾区男女平等推進センター」
と改めています。

また葛飾区では、配偶者暴力 (DV)防 止のための事業として 「女性に対す
る暴力相談 (DV相 談)」、 DV関 係機関連絡会等を早 くから実施 してきたとこ
ろです。さらに 「配偶者か らの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の
改正を受け、平成 21年 (2009年 )に 「葛飾区配偶者暴力の防止及び被害
者保護のための計画」を策定するなど、被害者支援のための取組を充実 させて
きました。

現在進行中の 「葛飾区男女平等推進計画 (第3次 )」における 122の 計画事
業については、廃止事業が 4事 業あるものの、新たに仕事と生活の調和 (ワー

ク ・ライフ ・バランス)推 進のための事業等 3事 業を加えるなど、おおむね順
調に推進 しているところです。

平成 22年 (201o年 )に は、第 4次 葛飾区男女平等推進計画を策定する
基礎資料とするとともに、男女平等推進施策に役立てていくため 「葛飾区男女
平等に関する意識と実態調査」(以下 「区意識調査」という。)を 実施 しました。



2 第 4次計画における重要な視点

葛飾区では、葛飾区男女平等推進条例でうたわれている 「男女が、生まれな

がらに持つ身体の違いを認めつつも、互いに人格を尊重し合い、その個性と能

力を十分に発揮し、協力し合う男女平等社会」を実現するため、男女平等推進

施策を進めています。

しかし、葛飾区の政策 ・方針などの意思決定の場への女性の参画は徐々に進

んではいるものの、参画率としては区の目標としている30%に 届かず、女性

の意見を反映できる機会は未だに少ない状況にあります。行政サービスを受け

る区民の半数は女性です。区の政策に女性の視点を取り入れ、区民のニーズに

沿つたサービスを提供していくため、よリー層女性の参画を推進することが求

められます。

また、働く女性の6割 は妊娠 ・出産時に仕事を辞めていたり、働いている女

性の2人 に 1人は雇用形態 (非正規 ・パー ト等)に 課題があるなど、働く場に

おける男女共同参画も十分に進んでいない状況にあります。区意識調査におい

ても、特に、子育てや介護に関するハー ド面やサービスの充実を求める区民が

多いことから、仕事と育児、介護の両立支援施策をさらに進める必要がありま

す。また区意識調査では、ハー ド面の整備だけでなく,こ れまでの働き方や意

識を変える必要性についての意見が多く、ワーク ・ライフ Jバランスを推進す

るための意識啓発が求められています。

さらに、女性に対するあらゆる暴力の根絶のための取組の重要性は増してい

ます。葛飾区では、平成21年 (2009年 )に 策定した 「配偶者暴力の防止

及び被害者保護のための計画」に基づき、主に相談や啓発活動に取り組んでき

ました。しかし区意識調査では、DV被 害を受けた女性のうち、相談したとの

回答が約4割 にとどまつています。よリー層のDV相 談窓回等の周知の充実及

び 「家庭内であれ暴力は犯罪である」という暴力防止のための意識啓発を進め

る必要があります。

葛飾区では、これらの課題に対し、総合的かつ計画的に施策を進めていくた

め、第4次葛飾区男女平等推進計画を策定します。

さまざまな世代に向けて計画のよリー層の周知を図りながら、男女平等社会
の実現に向けて施策に取 り組みます。



計 画 の 性 格

( 1 )葛 飾区男女平等推進条例の理念を実現するために、同条例第 8条 に基づ
き策定する計画です。

(2)「葛飾区男女平等推進計画

に策定 した計画です。

(第3次 )」を継承し、さらに発展させるため

(3)広 く区民の意見を取 り入れ、地域社会の現状に合致させた計画です。

(4)男 女共同参画社会基本法第 14条 第 3項 に定める 「市町村男女共同参画
計画」に該当する計画です。

(5)こ の計画の 【目標 2の 課題 1と 施策の方向 1～ 4】 は、「配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護に関する法律」第 2条 の 3第 3項 に定め られ
た 「市町村基本計画」に該当し、「第 2次 葛飾区配偶者暴力の防止及び被
害者保護のための計画」として位置づけます。

(6)国 や東京都の計画及び取組との整合性を図った計画です。

平成 24年 度 (2013年 度)か ら平成 28年 度 (2017年 度)ま での
5年 間とします。



【葛飾区男女平等推進計画の位置付け】

男女共同参画社会基本法

第3次

男女共同参画基本計画

平成22年12月～

配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に

関する法律

・第4次葛飾区男女平等推進計画

・第2次葛飾区配偶者暴力の防止及び

紙害者保護のための計画

平成24年～平成28年

葛飾区配偶者暴力の防止及び

被害者保護のための計画 平成21年γ

葛飾区男女平等推進計画(第3次 )平 成 19年～

葛飾区男女平等推進計画(第2次 )平 成 14年～

男女平等社会実現葛飾プラン

(葛飾区女性行動計画)  平 成8年～

【東京都】

東京都男女平等参画基本条例

男女平等参画のための

東京都行動計画

平成19年～

東京都配偶者暴力対策

基本計画

平成21年 3月～

葛飾区基本計画

・葛飾区子育て支援行動計画(22～26年)
・葛飾区保健医療計画(21～25年)
・葛飾区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(21～23年)
・葛飾区高齢者虐待防止計画(21～23年)
・葛飾区障害者施策推進計画・障害福祉計画(21～23年)
・葛飾区教育振興ビジョン(20～24年)
・葛飾区生涯学習振興ビジョン(21～25年)



基 本  理  念 (葛齢区男女平等推進桑岡第3桑 より)

(1)男 女が、性別による固定的な役割分担意識又はそれに基づく社会的
な制度若 しくは慣行による差別を受けず、自己の意思による多様な生
き方の選択を保障されること。

(2)男 女が、協力 し合うことにより、家庭生活と社会生活の両立を図る
ことができ、家庭及び社会における役割を果たすことができること。

(3)男 女が、社会の対等な構成員として、その意欲と能力に応 じ、あら
ゆる領域における活動に参画する機会 (方針の立案及び決定の過程に
参加する機会をいう。)を 保障されること。





目標

目標1

目標2

仕事も暮らしモ
てゃ介護への参画支援

誰も力とi雷登挿誓華裏事務に重蔦
(ワーク・ラ

男女がとも!
自分らしく生きる:の充実

社会の実現に向中

視点に立った意識改革の推進

個性と能

男女があらゆるう発揮支援

ヒンター機能の充実

計画の推進 計画の進捗管理

吾発

※
だ最君事選灘 写ヂ

偶者暴力の

フロバランスの推進に向けた普及・啓発

直しに関する企業への働きかけ

に応じた働き方への支援

の未然防止

の早期発見の推進

じた健康支援と性教育の充実

ユ
ラシーの向上

の参画促進

R等との協働





3 計 画の内容

目標 1:塁 室」坐 もに協力しあい、

当楽じめるまち かつしか

誰もが仕事と家庭を大切にした質の高い暮 らしを営むことができるよう、仕
事と生活の調和 (ワーク ロライフ ・バランス※1)を 推進 します。

仕事の充実と仕事以外の生活の充実をともに実現することは、人間 らしく豊
かな生活を送るうえで必要なことであり、男女がともに多様な働き方、生き方
が選択できる社会をつくることです。

しか し 「葛飾区男女平等に関する意識 と実態調査」(以下、「区意識調査」と
いう。)で は、男女とも 「仕事と家庭生活をともに優先 したい」という希望が一

番多いものの、現実には男性は 「仕事」を、女性は 「家庭生活」を優先 してお
り、男女ともに生活の中での優先度では希望と現実に大きなギャップがありま
す (図 1)。 また、男女の不平等を感 じる点として 「家事や育児のほとんどを女
性が担っていること」を女性が、「男性が仕事に追われ、家事 ・育児等家庭生活
にかかわ りにくいこと」を男性が多く挙tずており、男女がこれまでの働き方や
生き方を見直すためにも、ヮーク ・ライフ ・バランスを推進する必要がありま
す (図2・ 図 3)。

また、ヮーク ・ライフ ・バランスは行政の取組のみで実現できるものではな
く、とりわけ企業における取組が重要です。企業がワーク ・ライフ コバランス

推進に取 り組むことにより、男女の別なく誰もが働きやすい職場環境の整備、
優秀な人材の確保 ・定着、企業のイメージ向上といった効果が期待 されます。
企業がワーク ・ライフ ・バランスに取 り組むメリッ トについて、より周知する
必要があります。

明日を担 う子どもたちが、将来生きがいゃ働きがいを感 じ、自分 らしく生き
ることができるよう、今、社会全体でワーク ・ライフ ・バランスを推進するこ
とが求められています。

(※1)ワ ーク ・ライフ・バランス ,「仕事と生活の調和」と訳され、国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちな
がら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といっ
た人生の各段階に応じて多様な働き方が選択 ・実現できる状態をいいます。



≪図 1≫ 生活の中の優先度の希望と現実 (「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」平成 22年 /2010年 )

生 活 の 中 で の 、 「仕 事 」 「家 庭 生 活 」 「地 域 ‐個 人 の 生 活 」 (地 域 活 動 ・学 習 口趣 味 ・付 き

合 い 等 )の 優 先 度 に つ い て 、 くア 〉 希 望 と (イ )現 実 、 そ れ ぞ れ お 答 え くだ さ い 。
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男  性    (634)

≪図2》 男女不平等を感じる点 (「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」平成22年/2010年)

n=(934) 0 60(91)0

D女 性 ,1・(548)

開男 1とn・(386)

具体 的 に、 どの よ うな 点 で男女 の不 平等 を感 じますか 。 ( Oは 3つ まで )

家事や育児のほとんどを女性が担っていること密斎=暮尋吾累茅毒房君464
男性 が仕事 に追われ 、家事 ・育児等家庭 生活

にか力☆"ヤこくいこと

就職や採 用、昇格や賃金など、労機 の場面で
男女 に格 差力`あること

介蔵 の負担が女笹 にかたよつてV海 こと

r男は仕 事 、女 は家庭」という考えが、人々の間
にあること

議員や 管理職 、地域 の役員など女性 の社 会参
画が進 んでいないこと

風俗産 業や マスメディアなどで、女性の性 が商
品化 されてやヽること

職 場や 学校 などで、セクシェアル ・ハラスメントが
おこること

家庭 内 ・外 にかかわらず 、女性 に対する暴力 が
なくならないこと

学校 生活 の 中で、男女 による役割 分担がある
こ 協

15

その他目30
無回答富21

輛
確

型
泌 。

歴 塞
176

整茎聾
95

435
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20島

コ女性    0男 性

30  ヽ    40先     50略

平 成 2 1

(2009)4Fx

平 成 20

(2003)年 度

平 成 ,3

0006)年 度

平 成 17

(2005)■守受

平 成 1 6

(2004)々荘支

平 成 15

(2003)年 度

<参考>意
場予雪岳景岳揖妥摯督3をを告塩蟹ヨ留岳亀を数ヤ君争花芸晋品金r錆議、ち寵濡怪干た藁

ま
畳景i韻壽ま;軽醒嬰簿講ン1難掃昏発彗鰹畳

資 料 : 東 京 都 産 業 労働 局 「平成 を1 4 i 度 東 京 都 男 女 房 用 平等 参 l r r 状況 調 査 結 果 報 告 き

≪図 3≫  育 児休業取得率の推移 (「東京の男女平等参画データ 2010」平成 22年 /2010年 )

の方向 1_,― ク ロフイフ ・バランスの推進に向けたプ ロ / =!‐ ～ ク ツヽ 狂 進 ■、 ■刷 ■,_′」二 H捉 十 培 字

一人ひとりのライフスタイルや、就職 ・結婚 ・出産 ・退職など人生の各段階
に応じた生活を充実できるよう、ヮーク ・ライフ。バランスの意義を子どもも
含めて広く区民に周知し、理解を深めるための取組を行います。

ワーク・ライ

フ・バランス

に関する情

報 提 供 ・啓

発

覇 銭提髄 緊落 rチ
バランスヘの関心t

・ワーク・ライフ・バランスに関する普及・啓発
・ワーク'ライフ・バランスに関する講座・講演会

譜暦難 巳電誘轟話胃謄
期(特定事業主行動

人権推進課
人事課



施策の方向2 働 き方の見直しに関する企業への働きかけ

ワーク ・ライフ ・バランス推進には、企業の意識改革が重要です。長時間労

働の是正など、誰もが働きやすい職場環境を整備することは、その企業が求め

る多様な人材の確保 口定着や企業イメージの向上につながります。このような

メリットについて、さまざまな機会に企業向けの啓発を行うほか、ワーク ・ラ

イフ・バランスに取り組む企業を支援t″ます。

施策の方向3 男 性の子育てや介護への参画支援

男女ともこれまでの働き方を見直し、家事 ・育児 3介護などをともに担つて

いくことが大切です。特に男性に向けて、充実した家庭生活を送ることができ

るきつかけづくりを進めます。

取組 取組内容 所管課

企業の職場

環境の整備

に向けた支

援

企業を対象としたワークすライフ・バランスに関するさまざまな

活動に取り組みます。

日企業向け仕事と生活の調和応援事業
・企業向けセミナニ

・事業所向け啓発誌の発行
日企画講座(企業向け)

人権推進課

産業経済課

取組 取組内容 所管課

男 性 の 家

事・育児・介

護への参画

支援

男性の家庭生活参画を促すための情報提供や、実践的な講

座などを行います。また、参加者同士による情報交換等、ネッ

トワークづくりに向けて支援します。

・男性の家庭生活参画促進に関する普及・啓発
・男性の家庭生活参画・ネットワークづくり支援
・ひとり親家庭等ホームヘルパー派遣事業

人権推進課

関係各課

福祉管理課
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長期的な経済の低迷や産業構造の変化により、正社員以外の労働力を求める
企業が増える中、正社員は依然として長時間労働を強いられている状況が続い
ています。また、共働き世帯が被用者世帯の過半数を占めるようになっていま
すが、男性を主たる稼ぎ手とする社会の制度はこうした変化への対応が十分に
できているとはいえません。一方で、少子高齢化による労働人口の減少により、
これまで以上に女性や高齢者の活躍が期待されているところです。
葛飾区の女性の労働力率を見ると、「M字 カーブ」(※2)の底に当たる部分は東

京都よりも高 く、その後の値は国よりも高いことから、再就職する女性が多く、
しかも長期にわたって働いていることがわか ります (図4)。
区意識調査では、望ましい女性の働き方として、子育ての時期は仕事を辞め、

子どもが大きくなってからの再就職を望む意見が男女とも多く (図5)、仕事を
中断 した女性の再就職への支援が求められています。また、仕事 と子育て B介

護などの両立支援を望む声は多く、安心 して仕事を続けなが ら子育て ・介護が
できる環境整備が求められます (図6)。

男女の就労に関 して、国は男女雇用機会均等法を平成 19年 (2007年 )
に改正 し、新たに男女双方に対する差別の禁止や、事業主のポジティブ・ァクシ
ョン (※3)な どを盛 り込みました。しか し、女性の多くは未だに雇用の場におけ
る男女格差を感 じてお り、出産 =育児等に伴 う離職によるキャリアの中断や再
就職の難 しさなど、希望する働き方の選択肢が限られています。

男女の収入格差やパー トロ派遣という不安定雇用の増加等、社会構造に課題
があることを踏まえ、女性の自立に向けた力を高める支援とともに、セーフテ
ィネッ トを含めた生活上の支援も求められています。

(※2)草
昌;言:ま縁S脅雪をR3景:を居旨号昏暑景暑密ユ雪念岳そ歩督::暑ぁ]:暑母岳8:よ苫旨景]的
督::な言ど整議療蠣寵難    景 轡蕎だ星t客京軽



≪図4≫  国 口東京都 ・葛飾区の年齢階級別労働力率 (女性) (平 成 17年 目勢調査より)

国・東京都・葛飾区の労働力率(女性)
【平成17年臼勢調査より〕

701

偽
　
　
　
　
帆
　
　
　
　
供

か
声駄`

ペ

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～ 49 50～54 55～59 60～64 65歳 以上

葛飾区 7 1眺 756略 6 4 鮎 696ヽ 703名 S34特 497亀 17偽

東京都 65943 64騎 60304 650鳴 65あ 602路 452偽

,お 1風 712略 749噺 63 4隅 637特 707あ 604転 408ヽ 14外

≪図 5》 望ましい女性の働き方 (「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」平成 22年 /2010年 )

女性の働き方について、
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無

回

答

結

婚

・
出
産
に
か

か

わ

ら
ず
、

ず
っ
と

仕

事

を
持

つ

わ

か

ら

な

い

仕
事

を
持
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|
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イ一̈中「い一””“
全 体 (1,394)

女 性 (760)

男 性 (634)

あなたが望ましいと思うのは次のどれですか。

(0は 1つだけ)

474
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あ な た は 男 女 平 等 社 会 を実 現 す るた め に 、 今 後 、 区 で は どの よ うな 施 策 を 充 実 した らよ

L__上 二星
いますか。(orま3つまで)

20       40       60(ち )  o

社 会 参 画 を め ざ す 女 性 の 人 材 育 成 思 1刊 o2

学 校 に お け る男 女 平 等 教 育 の 推 進 卜 干草 9o 国?“ヤとn=(760)

□ 男 4生n= ( 6 1 4 )男 性 向 け の 家 族 的 責 任 に 関 す る難 座 の 開 催 挿 干 73

女 性 の 自 立 や 男 女 平 等 に 関 す る辞 座 ‐静 演 会

情 報 誌 や バ ン フ レントな ど の 情 報 提 供 の 充 実

審 議 会 等 へ の 女 性 の 積 極 的 な 登 用

区 機 員 の 男 女 平 等 意 識 づ くり

夫 や パ ー トナ ー か らの 暴 力 の 防 止 お よび 支 援 の

実 施

女 性 の 自 主 的 活 動 や 研 究 活 動 へ の 支 援

そ の 他

雫,にな Vヽ

無 回 答

≪図6≫  男 女平等社会実現のために充実すべき施策
(「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」平成 22年 /2010年 )

仕事 と子育て ・介護の両立支援のための環境整備、高齢者や障害のある人が
安全で安心 して暮 らすための環境整備を進めます。

取 組 取組内容 所管課

子育て支援課

保育管理課

保 育 園 =学

童保育クラ
ブの環境整

備

介護環境の

整備

隠 通≧盤号梗轟騒 墨婦翌ま廷厨類
ど

'保育園の多様な保育サービスの充実
・学童保育クラブ事業の充実

貿を局【岳窒喬携適皆言宮倉[岳穐軽縫尾馳 録
さ

.警蘇舎薦轟暦塞藩支援
介蓄古雰万ご縁重鋼

の推進
・障害者の日中活動の支援

釜醤た昌字:季士営東岳柔墨ゴ蒼長鼻丸
う`さまざまな子育て

高齢者支援課

介護保険課

福祉管理課(社会

福祉協議会)

障害福祉課

子育て支援
サービスの

充実

育成課

子ども家庭支援課

地域教育課
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施策の方向2 女 性のための就労支援

希望する女性が出産や育児などで離職することなく継続して働けるよう、ま

た一時離職した女性の再就職などの支援に取り組みます。

また、生活上さまざまな困難のある女性への支援を進めます。

施策の方向3 個 人の希望に応じた働き方への支援

だれもが、それぞれの希望に応じた多様な働き方を選択できるよう、資格取

得や起業に向けた支援を行います。

取組 取組内容 所管課

女性の就労

に向けた支

援

働きたい女性の就職Ⅲ再就職に向けて、さまざまな角度からの

支援を行います。

・資格取得支援
・再就職講座
・女性のためのしごと相談 【新規】

産業経済課

人権推進課

ひとり親 家

庭への支援

ひとり親家庭が安心して生活できるよう支援します。

・母子家庭の母の就労支援事業
・ひとり親家庭等ホームヘルパー派遣事業 《再掲》

子育て支援課

福祉管理課

取組 取組内容 所管課

多様な働き

方に閥する

情報 提 供 ・

支援

個人の希望に応じた働き方を実現するための情報提供や支援

を行います。

・企業・区民向け情報誌等による啓発及び雇用促進事業
・資格取得支援 《再掲》
・開業セミナー

ロ障害者就労支援事業

産業経済課

障害福祉課

14



目標 2:男 女がともに人権を尊重しあい、

旦全二上重生産_ることがでをるまち均 つヽtか

男女が互いの人権を尊重し、生涯にわたって心もからだも健康に暮らすこと
ができる、暴力のない社会の実現に向けて地域全体で取り組みます。

題 1 あ らゆる暴力の

配偶者暴力 (※4)は 、人間の尊厳をも傷つける重大な人権侵害行為です。「暴
力」とは、身体的なものだけでな く、心を傷つけることや精神的に支配するこ
とも含みます。配偶者暴力は配偶者間にとどまらず周囲の者にも及ぶ場合があ
り、特に子どもへの暴力は深刻です。直接的な暴力を受けるだけでなく、その
現場を目撃すること、暴力を受けた母親がそのはけ回として子どもに対して身
体的 口心理的暴力をお、るう、ネグレク ト(※5)するなど、配偶者暴力と児童虐待
は密接な関係にあります。また、若年層を中心とする交際相手からの暴力 (デ
ー トDV)も 問題になっています。

配偶者暴力に関する相談は年々増加し、特に区市町村における相談件数の増
加は著しいものがあります (図7)。 しかし区意識調査では、何らかの被害を受
けたと回答した女性は4割 に達していますが、そのうちの5割 以上が 「相談し
なかった (できなかった)」と回答し、被害を受けても公的な機関への相談につ
ながりにくいことがゎかります (図8・ 9)。また、配偶者暴力の防止及び被害
者支援のために必要なこととして、配偶者暴力防止の意識啓発と緊急時の対応
が多く挙げられています (図10)。

被害者支援においては、早期発見から通報 ・相談 ・一時保護 ・生活再建に至
るまで、各段階における適切な対応と本人の意思を尊重した支援を行い、被害
者が安全で安心した生活を送れることが重要となります。被害者は、生活や就
業、子どものことなど複合的な課題を抱えていることが多いことから、関係機
関との連携を強化し、切れ目のないきめ細やかな支援を充実させる必要があり
ます。

配偶者暴力だけでなく、セクシュァル ・ハラスメントやス トーカー行為、性
暴力、児童虐待や高齢者虐待等、あらゆる暴力の防止に対する啓発は、さまざ
まな機会をとらえて進めていくことが重要です。
男女がともに人権を尊重しあい、全ての人が安心して暮らせる社会を実現す

るため、あらゆる暴力の根絶に向け、全力で取り組むことが求められます。

(※4)配 偶者暴力 ;配偶者や恋人など、親密な関係の相手からお、るわれる暴力のことです。暴力には、殴る、載るとい
つた身体的暴力だけでなく、人格を否定するような暴言を吐くこと、無視すること、交友関係や行動を細か く監
視するなどの精神的暴力、性的行為の強要や避妊に協力しないなどの性的暴力などがあります。

(※5)ネ グレク トi児童虐特の一種。児童虐待は一般的に身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレク トの 4種 類に
区別され、重複 して起こることがあります。ネグレク トは保護者の養育の怠慢や拒否により健康状態を損ない、
場合によっては生命に危険を及ぼすことがあります。
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≪園 7≫  都 内相談件数の推移 (「東京の男女平等参画データ 2010」 平成 22年 /2010年 )

(件 )

20′000
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〔2003)年 度

平 成 1 6
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平成 1 7     平 成 1 8

〔2 0 0 5 )年度   1 2 0 0 6 )年 度

平成1 9     平 成2 0

(200フ}年度     (2008】を手度

注 !東京都の配偶者暴力相談支援セ ンターは、東京ウィメンズブラザ及び東京都女性相談センター

資料 :東京都生活文化 スポー ツ局調 べ

一 貫撰セン,一  ― 区市町 村 一 警根庁

≪図 8》 配傷者暴力被書の経験の有無 (「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査J平 成 22年 /2010年 )

rド メ ス テ ィ ッ ク ‐バ イ オ レ ン ス 」 と は 、 配 償 者 な ど に 対 し著 しい 身 体 的 ま た は 精 神 的

苦 痛 を 与 え る暴 力 的 行 為 を い い ま す が 、 あ な た は これ ま で に 配 偶 者 (事 実 婚 や 別 居 、 離 別

を 含 む )や 恋 人 な ど の パ ー トナ ー か ら 、 次 に あ げ る (ア )～ く夕 )の よ う な 経 験 が あ りま

す か 。 (Oは そ れ ぞ れ 1つ ず つ )

種聖険が あ る

無
口
客

(ア )命 の 危 険 を 感 じる くらい の 本 力 を 受 tiる

(イ )医 師 の 治 簾 が 必 要 とな る器 力 を 受 け る

(ウ )医 師 の 治 jl●が 必 要 で は な い 程 度 の 楽 カ

を 受 rする

て‐本)嫌 が つて V るヽの に1生的 イ千為 tf強 要 さオLる

(オ )ポ ′レノrデ ブ‐奈確誌 ・ラタダ ′レトt■イトを 見
せ 'Jれ る
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方におうかがいします。

あなたはこれまでに、だれか (どこか)に 打ち明けたり、

⌒相
で談
き し
なな
かか

たた

全 体 ( 3 1 0 )

女 性  (230)

相談 した りしましたか。

( Oは 1つだけ)

相
談

し
た

無
回
答

男 性 80

≪図 9≫ 配偶者暴力被害の相談の有無 (「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」平成 22年 /2010年 )

≪図 10》配偶者暴力防止に向けた取組み (「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」平成 22年 /2010年 )

あなたは、 ドメスティック

な対策が必要だと思いますか。

コバイオレンスの防止および被害者支援のた

(0は 5つ まで)

n=(1,394)

家庭内であれ暴力は犯罪であるという意繊の啓
繁

いざというときに駆け込める緊急避難場所(シェ
ルター)の整備

緊急時の相談体制の充実

周囲の人が通報することが大切である、という意
識づくりを行う

カウンセリングや相談など、精神的に自立するた
めの支援策の充実

住居や就労の斡旋、経済的援助等自立生活す
るための支援策の充実

法律による規制の強化や見直しを行う

行政や警察による積極的な啓発活動

離婚訴訟への文援など、法的なサポートの充実

学校などにおいて暴力を防止するための教育を
行う

相談・支援するスタッフの意識と能力を高める

関係機関の紹介や対応方法など、D・Vに 関す
る知識の提供

加害者向けプログラムなど、対応の充実

各種メディアの表現やビデオノフトの販売・貸し
出しを規制する

その他

わからない

無回答

60(馬)  0

確
　
　
碑

鵠
播
鵬
田
許

□女 性 rtt760)
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'196
と上!:::[上ど二:!|li 27 4

222

!t!t!Ⅲ181

174
t3!モ ヨ22.6
1 : モ: : 目1 4 1

! 1 4 4

1 2 4

:142

７
′



※施策の方向1～ 4と その事業は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律」第2条の3第 3項 に定められた 「市町村計画」に該当し、「第

2次 葛飾区配偶者暴力の防止及び被害者保護のための計画」として位置づけ

ます。

この計画では、予防 ・啓発の観点において、幅広く、交際相手からの暴力に

ついても対象とします。

施室の方向1 配 偶者暴力の未然防止

配偶者や交際相手からの暴力は、犯罪となる重大な人権侵害であるという認

識を、さまざまな機会をとらえて啓発します。特に将来、子どもたちが新たな

被害者 口加害者とならないよう、家庭 ・地域 四学校の場で、暴力は決して許さ

ないという意識づくりへの予防啓発に取り組みます。

施室の方向2 配 偶者暴力の早期発見の推進

医師や保健医療関係者、学校、幼稚園、保育所、民生委員 ・児童委員、福祉

関係者等は、日常業務を通じて配偶者暴力に気づきやすい立場にあります。こ

れら関係者が、暴力を早期に発見し、配偶者暴力の特性を十分に理解した上で、

被害者の安全に配慮しながら適切な対応が図れるよう、情報提供や研修の実施

をします。

取経 取組内容 所管課

未然防止に

向 け た 昔

及・啓発

配偶者暴力に対する意識啓発と暴力防止について、あらゆる
世代が正しく理解できるよう、さまざまな角度から普及・啓発に

取り組みます。

・r女性に対する暴力をなくす運動」の推進
・若年層に向けた啓発
日配偶者暴力防止に関する冊子・パンフレットの作成・配布

人権推進課

取組 取組内容 所管課

早期発見の

推進に向け

た連携

早期発見から適切な被害者支援につなげられるよう、配偶者

暴力を発見しやすい立場にいる関係者・機関との連携を図りま

す。

3要保護児童対策地域協議会
'医療・福祉関係者等への早期発見に向けた周知口啓発

子ども家庭支援課

人権推進課
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帥 t瑯 散の坑実

被害者本人や、周囲で配偶者暴力に気づいた人が、す ぐに相談につなげられ
るよう、配偶者暴力の相談場所の周知徹底を図 ります。特に、若い世代の女性
も気軽に相談ができるよう、ィンターネッ トなどの媒体を活用 した PRを 進め、
誰もが相談 しやすい環境整備を進めます。

取組 取組内容 所管課

相談窓日の

周知

相談先がすぐにわかるよう、相談窓口周知カード等の配布及
び設置場所を拡充し、周知を徹底します。

・配偶者暴力相談窓日周知の拡充

人権推進課

相談事業の

充実

誰もが悩みを抱え込まずに安心して相談できるよう、相談窓口
の充実を図ります。

B女性に対する暴力相談(DV相談)
・婦人相談
'母子相談
・24時間電話相談(高齢者虐待防止ネットワーク事業)
・外国人生活相談
BDV被害者グループカウンセリング 【新規】

鵡 聖憲経たと講唇憲罫竃罫ま寃長を
配偶者暴力相談支

・配偶者暴力相談支援センター機能の検討・整備 【新規】

人権推進課

東西生活課

子育て支援課

高齢者支援課

文化国際課

人権推進課

配偶者暴カ

相談支援セ

ンター機 能
の 検 討 B整

備
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施策の方向4 殺 害者支援の充実

被害者やその子どもの安全を最優先にしなが ら、本人の意思を尊重 した支援

を行 うため、被害者支援に従事する職員の資質の向上に努め、各関係機関との

連携を進めます。また、区の窓口職員、福祉関係職員等の研修を充実 し、配偶

者暴力の正 しい知識の啓発や二次被害 (※6)防止に努めます。さらに、被害者を

サポー トするボランティアの育成 ・支援など、地域の中で絞害者の支援に関わ

る人々を増やすための取組を行います。

取網 取組内容 所管課

安全確保に

向けた体制

の整備

被害者情報の管理を徹底し、また関係機関による連携を密に

することで、被害者の安全を守ります。

日婦人相談 《再掲》
コ母子相談 《再掲》
・被害者情報の適切な取り扱い
,住民基本台帳事務における支援措置

東西生活課

子育て支援課

関係各課

戸籍住民課

自立に向け

た支援

被害者が新たに自立した生活が送れるよう、きめ細やかな支

援を行います。

3都営住宅優遇抽選の情報提供
・婦人相談 《再掲》
・母子の生活再建に向けた支援

住環境整備課

東西生活課

子育て支援課

被害者支援

に向けた連

携

被害者への支援を適切かつ切れ目なく行うため、関係機関と

の連携を強化します。

・DV関 係機関との連携会議の運営
・窓口職員等研修
=民間グループの育成・支援 【新規】
・要保護児童対策地域協議会 《再掲》
・高齢者虐待防止ネットワーク事業

人権推進課

子ども家庭支援課

高齢者支援課

(※6)二 次被害 :被害者に対する相談や支援を行う中で、配偶者暴力について十分理解 していなかつたり、

被害者の話をきちんと聴かないで判断したりすることにより、さまざまな暴力ですでに深い傷を負つ

ている校害者をさらに傷つけてしまうことをいいます。
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量室2五 向〕=肺 激党錆J対 粗丈滴‖十取組

性別や年代 ・障害の有無 。国籍を問わず全ての人に対 して、セクシュアル・ハ
ラスメン トや性暴力 ・児童虐待等、あらゆる暴力の根絶に向けた意識啓発のほ
か、さまざまな取組を進めていきます。

取網 取組内容 所管課

啓発活動

男女がともに人権を尊重しあえるよう、さまざまな暴力防止に
関する意識啓発のための活動を行います。

・さまざまな暴力防止に向けた講座`講演会
・人権啓発紙による啓発
・犯罪被害者支援のための取組 【新規】

各関係課・関係機関との連携を図ることにより、あらゆる暴カ
の防止に向けた取組を進めていきます。

・要保護児童対策地域協議会 《再掲》
日高齢者虐待防止ネットワーク事業 《再掲》
・ハラスメント相談・苦情処理委員会

人権推進課

関係機関と

の達携

子ども家庭支援課

高齢者支援課

人事課
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2 お 互いの性の尊重と健康支

男女平等社会の実現のためには、男女が互いを尊重 しあい、相手に対する思

いや りをもつて生きていくことが必要です。互いに自立 し、社会を支えるパー

トナー として健康で安全な生活を送ることができるよう、女性も男性もそれぞ

れの身体について十分理解 し、自分と自分以外の人を大切にする意識を持つこ

とが必要です。女性は、子どもを産むという生物学的特徴があり、乳 ・幼児期、

思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期等、人生の各段階に応 じて男性とは異な

る健康問題があることを、男女がともに理解 し留意する必要があります。配偶

者暴力や性暴力の未然防止を含めて、子どもの発達段階を踏まえた性教育の充

実が望まれます。

区意識調査において、女性が性や妊娠 ・出産に関 して自分で決めるうえで必

要なこととして、「『子どもの数や子どもを産むか産まないか等について自分で

決めること』という考え方についての情報提供や相談体制の充実」という回答

が男女とも 1割 に満たず (図11)、性と生殖に関する健康と権利 (※7)に ついて

の理解が進んでいないのが現状です。女性の人権尊重の観点から、女性が自ら

の意思で生き方を選べるよう、性と生殖に関する健康と権利への理解を進めて

いくことが特に求められます。

また、テ レビや新聞、雑誌等のメディアによる影響力は極めて大きく、中に

は固定的性別役割分担意識にとらわれたものや女性に対する暴力表現など、性

に対する誤 つたイメージを社会に広めているものもあります。区意識調査にお

いても、性や暴力に関する倫理観が損なわれているものや、子 どもへの悪影響

を及ぼすものもあると感 じているとの回答も多く (図12)、女性や子どもへの人

権侵害が懸念されています。最近ではパソコンや携帯電話などのインターネッ

トツールの普及により、世界中の情報が簡単に得 られる反面、誤つた情報も同

じように得 られて しまうため、それ らの情報に対する正 しい判断が一層必要と

なります。
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≪図 ‖》 性や妊娠 ・出産に関して女性が決めるうえで必要なこと

(「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」平成 22年/2010年)

あなたは、女性が自分の健康を守るために、性や妊娠・出産に関して自分で決めるうえ
、どのようなことが必要だと思いますか。(0は2つまで)

n=(1,390

子どもの成長と発育に応じた性教育

喫煙や薬物等、健康への害についての情報提
供・相談体制の充実

性や妊娠・出産についての情報提供,相談体制
の充実

更年期についての情報提供・相談体制の充実

性感染症についての情報提供,相譲体制の充

撮 解 と鯨 与暑受隼花劣京瑞 縄 恐 豪脇
の充実

その他

わからない

無回答

40       60(拓)  0

電女 4性n=(760)

回男 1生n=(634)

22.7

ギ157

] 碑

≪図 12≫ 性 ,暴 力等についての意識 (「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」平成 22年 /2010年 )

テ レビ、ビデォ、ィンターネッ ト、映画、新聞、雑誌、広告などのメディアでの固定的
な性別役割分担の表現や、女性に対する暴力、身体、性の表現について、あなたは日頃ど
のように感 じていますか。(oは ぁてはまるものすべて)

n―( 1 , 3 9 4 )

子どもの目にふれないような配慮が足りない

社会全体の性や暴力に関する倫理観が損なわ
れている

女性の性を過度に強調するなど、行き過ぎた表
現が目立つ

女性に対する犯罪を助長する恐れを感じる

見たくないのに見せられて不愉快

固定的な性別役割分担を助長する表現が目立

その他

特に問題はない

わからない

無国答819

崚女 1生n=(760)

□男 性 n = ( 6 3 4 )

(※7)性 と生殖に関する健康と権利 :リプロダクティブロヘルス/ライツをいいます。平成6年 (1994年)の 国際
人口・開発会議で提言されました。女性が子どもを産むかどうか、産むならいつ何人、安全な妊娠 ,出産、
子どもが健康に生まれ育つこと等、これらの全てを強要されるものではなく、女性自ら意思決定できる権
利を指します。

23



施愛の方向1 各 年代に応じた健康支援と性教育の充実

男女ともに生涯を通じて健康に暮らしていけるよう、健康増進や病気の予防

と早期発見のための環境整備に努めます。

また、女性が妊娠や出産などについて自ら意思決定できるよう、性と生殖に

関する健康と権利への支援を推進し、子どもの成長発達に応じた性教育を充実

させます。

施策の方向 2 メ ディア ・リテラシーの向上

人権尊重や男女平等の視点に立って、一人ひとりがメディアからの情報を正

しく選択 コ活用できる能力を身につけられるよう、メディア・リテラシー (※8)

のさらなる向上を図 り、情報モラルの普及 ‐啓発を進めます。

取組 取組内容 所管課

性と生殖 に

関する健康

と権利の支

援

性と生殖に関する健康と権利の支援、また男女の生涯を通じ

た健康支援を推進します。

・r性と生殖に関する健康と権利」に関する事業
田児童・生徒の発達段階に応じた性教育の推進
・エイズロ性感染症対策の充実
・乳がん検診            ・ 子宮がん検診
・子宮頭がん予防ワクテン接種 【新規】 ・前立腺がん検診
`子育てママの健康チェック(母親健診)
・妊婦健康診査       ,特 定不妊治療費助成事業

人権推進課

指導室

保健予防課

健康推進課

子ども家庭支援課

健康の維持

増進

健康に暮らしていくための基本的な健康診査を行い、区民の

健康管理を進めます。

・葛飾区基本健康診査  口 20歳代・30歳代健康診査

健康推進課

子育て世代
への健康支

援

妊娠B出産から育児期における、父親・母親の心身の健康支

援を進めます。

・親と子のこころの相談室
B母親学級8ファミリー学級・休ロパパママ学級
B子育て・育児グループの育成支援 《再掲》

子ども家庭支援課

取組 取組内容 所管課

メディア・リ

テラシーの

向上

メディア・リテラシーヘの理解を深めるための普及・啓発を推進
します。

・メディア・リテラシー向上に向けた講座
8行政の発行する印刷物等への男女平等の視点からの点検
口地域における有害広告物コ不健全図書の自動販売機の追放

活動への支援
・情報教育の推進(情報教育担当職員研修)

人権推進課

地域教育課

指導室

(※8)メ ディア リテラシー ;メディアからの情報を主体的に読み解き、自己発信する能力のことをいいます。メ
ディアからの情報をただ受動的に受け止めるのではなく、男女平等の視点から批判できる能力を育てるこ

24          と
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目標 3:

鯉 埜 塾 鉛 雛 せるまち均 つヽt坊 ヽ

男女があらゆる分野で活躍し、多様な意見が反映された活力ある地域社会と
なるよう、意識の改革や男女の参画に向けて取 り組みます。

睡 里 男f

葛飾区が 「葛飾区男女平等推進条例」(平成 16年 /2004年 )を 施行して
から7年が経ち、葛飾区世論調査などの結果によると男女平等意識も少しずつ
浸透しています。しかし区意識調査をみると、十分男女平等だと感じている人
は多くありません (図13)。また、男女の地位についても、ほとんどの面で男性
が優遇されていると感じている人が多く、男女別では女性のほうが 「男性優遇
である」と感じる比率が高くなっています (図14)。

結婚観についての区意識調査では、「結婚をするかしないかは個人の自由であ
る」とした意見が多いものの、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」とする意
見が4割 近くあります。実態としては共働き家庭が年々増加しているにもかか
わらず、未だに固定的な男女のあり方が残っていることがわかります (図15)。
男女がともに、お互いを認め合いながら自身の個性と能力を十分に発揮でき

る社会を実現するためには、固定的性別役割分担意識の解消が重要です。
また、男女平等社会を実現するために、学校教育の場で何が必要かを区意識

調査できいたところ、男女の別なく個性や能力を活かせる指導や、人間として
の尊厳、平等を尊重することに力点を置いた指導が求められています (図16)。
次代を担う子どもたちが、男女平等意識のもとに個性と能力を発揮できるよ

うに育つためには、学校教育とともに、家庭 口地域での男女平等教育も必要で
す。

さらに生涯学習の場において、人生を通じたそれぞれの段階に応じ、男女平
等意識を高める学習が求められます。

25



≪図 13》 男 女平等社会の進度  (「 葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」平成 22年 /2010年 )

あなた は、 日々の暮 ら しの 中で 、男女平等社 会 は どの程度 進ん で い る と思 います か 。

( O は 1 つ だ け)
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≪図 14≫ 男 女平等観  (「 葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」平成 22年 /2010年 )
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次にあげる (ア)～ (力) の考えについて、あなたはどう思いますか。

(0はそれぞれ1つずつ)
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い

無

回
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(ア)結婚は個人の自由であるから、してもし
なくてもよい

(イ)夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであ
る

(ウ)夫も妻も外で働き、家事も分担するべき
である

(工)結婚しても必ずしも子どもをもつ必要は
ない

(オ)結婚しても相手に満足できないときは離
婚すればよい

(力)米婚の女性が子どt〕を産み育てるのもひ
とつの生き方だ

≪図 15≫ 結 婚観 (「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」平成 22年 /2010年 )

《図 16》 男 女平等社会実現のために学校教育の場で力を入れるべきこと

(「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」平成 22年 /2010年 )

あなたは男女平等の社会 を実現するためには、学校教育の場 では特に どの よ
力 を入れればよい と思いますか。 ( oは 3つ まで)
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施策の方向 1 男 女平等の視点に立 った意識改革の推進

未だに根強 く残つている固定的性別役割分担意識の解消と、男女平等につい

ての理解をより深めるような広報 口啓発活動を進めます。

営口D り七実

学校教育と同時に、子 どもたちを育む家庭や地域の中でも男女平等の視点に

立った学習を進めるなど、地域全体で男女平等意識の形成に向け取 り組みます。

また幅広 く区民を対象とした生涯学習の場においても、男女平等意識を高め

るための学習機会をより充実させます。

取組 取組内容 所管課

継続的な普

及口啓発

男女平等に対する理解を深め、さらに男女平等を推進するた
めのさまざまな啓発事業を進めます。

・男女平等推進センターまつり(パルフェスタ)
・男女共同参画週間に向けた取組
・男女平等に関する講座・講演会
・啓発紙等の発行

人権推進課

取組 取組内容 所管課

育ちの場に

おける男女

平等教育の

推進

学校における男女平等や人権教育を進めるとともに、子どもた

ちと直接関わる教職員や保育士等を対象とした研修を進めま

す。

・学校での人権教育の推進
・学校における男女平等にかかわる適正な指導
。人権教育に関する研修等
コ男女平等教育を進めるための教員研修
・男女平等保育を進めるための保育士研修

指導室

人権推進課

保育管理課

生涯学習に

おける男女

平等教育の

推進

家庭や地域における男女平等に関する学習機会を提供しま

す。

・かつしか区民大学
・子育て講座(家庭教育講座)《再掲》
・家庭教育応援制度 《再掲》

生涯学習課

地域教育課
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男女平等社会実現のためには、男女がともに対等な立場であらゆる分野に参
画 し、社会的責任を果たすことが重要です。特に政策や方針決定といった社会
的な意思決定過程への女性の参画拡大は重要ですが、葛飾区における政策 ・方
針決定過程への女性の参画率は 24,4%(平 成 23年 /2011年 3月 31日
現在)と 、従来から目標値として掲tずていた 30%に 依然として届いていませ
ん。区意識調査では女性の参画を妨げている要因として、男性優位の組織運営
の問題や、女性の参画を進めようと意識 している人が少ないといった意見が挙
げられています (図 17)。

女性が自信を持ってあらゆる分野へ参画 していくためには、女性 自身の意欲
と能力を引き出すための研修や、積極的に参画の機会を増やすなど組織の側か
らも取 り組む必要があります。女性がその能力を十分に発揮 し、責任を持って
社会参画することは、女性の自立と自己実現を進めるだけでなく、多様な意見
を地域や社会に反映させることになり、その活性化にもつなが ります。
地域活動の場においては、多くの女性が活躍 しています。 しか し、例えば自

治町会や PTA等 の団体の代表者には男性が多く就いているのが現状です。男
女が対等な立場で活動できるよう、活動団体における意思決定過程への女性の
参画を促す取組が求められます。他方で、団塊の世代が定年を迎え、仕事等で
培った知識や経験を活か し、男女平等の視点に立っていきぃきと活躍できる地
域活動の場が求められています。幅広い世代の男女がともに社会のあらゆる分
野で活動できる仕組みの構築が必要です。

〔
υ

Ｏ
乙



あなた は騒 員や審議 会 委 員 な ど政 策 や方針 を決 定す る過程 へ の 女性 の参 画 を妨 げて い る

の は 、 どの よ うな ことだ と思 いますか 。 ( Oは 5つ まで )

n i ( 1 ,ど9 4 )

男 性 優 位 の 経 織 運 営 に 問 題 が あるか ら

女 性 の 参 面 を進 め ようと意 識 して い る人 が 少 な
い か ら

家 庭 、職 場 、地 域 に お ける性 卿j役割 分 担 や 桂

勇室丹1'の意 践 カミテ)るか ら

家 族 の 支 援 ‐協 力 が 得 られ な い か ら

女 性 の 能 力 開 発 の 機 会 が 十 分 で な い か ら に

指 導 力 の あ る女 性 が 少 な い か ら

女 性 で は 相 手 に 軽 く見 られ 3か ら

女 性 側 の 積 極 性 が 足 りな い か ら

女 性 自身 が 責 任 ある地 位 に 就 きた が らな い か ら

女 性 は 組 織 活 動 の 経 験 が 少 な い か ら

男 性 で 行 つて い くの が 社 会 慣 行 だ か ら

女 性 で は 、男 性 が つ い て こな い か ら

女 性 で ,ま、女 性 が つ い て こな い か ら

そ の 他

わ か らな い

無 回 答
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≪図 1フ》 政 策や方針決定過程への女性参画を妨げている要因

(「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」平成 22年/2010年)

施策の方向■卓 性 の能力発揮支援

女性が自信を持つてあらゆる分野で活躍できるよう、その意欲を高め能力を

伸ば していくための取組を進めます。

取組 取組内容 所管課

学 習 の 場 の

提供

性別にとらわれず、自分らしさを活かし伸ばしていくための情

報や学習機会を提供し,ます。

・固定的性帰ど役割分担意識にとらわれない職兼師の育成
【新規】

・能力発揮のための講座・講演会
・企画講座(地域団体向け)

人権推進辞
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の方向 2 への女

審議会等委員の男女バランスに配慮し、
できる環境づくりを推進します。

女性が意思決定過程に積極的に参画

審議会等ヘ

の女性の参

画促進

地域団体の

リーダーヘ

の女性の参
画推進

取組内容

要旨だ冒         き
るよう、審議会等への女性の

・審議会等への女性の積極的な登用

要雇蘭蜜雷稔建

女性の参画促進に関する指針」の活用による

墓

政策〔方針決定過程への女性の参画状況調査」の実施=公

・区職員が昇任し活躍できる職場環境づくり

芋Pに

おいて女性リーダーを増やすための働きかけを進めま

・地域の場における女性の参画調査 【新規】
・高齢者クラブヘの女性の参画の働きかけ

施策の方‖伊J暁 幌働への参画標推

地域活動において男女がともに活躍できるよう、また幅広い世代の男女が新
たな活動を進めるためのきっかけづくりや支援を行います。

関係各課

人権推進課
人材育成課

人権推進課

高齢者支援課

取組 取組内容 所管課

地域活動参

画へのきっ

かけづくり

男
言惑罫曇讐岩P警夢戸

ざまな場面で活躍するためのきっかけ
=地域活動への女性の参画の働きかけ
ロボランティア活動推進事業
・シエアボランティア養成講座

さまざまな地域活動についての情報提供や活動参画支援を行
います。

B市民活動参画に向けた相談・情報提供
B介護予防地域パワー養成事業
・しあわせサービス事業 《再掲》
・フアミリー・サポートセンター事業 《再掲》

地域振興課

福祉管理課(社会

福祉協議会)

高齢者支援課

地域振興課

高齢者支援課

福祉管理課(社会

福祉協議会)

育成課

地域活動参
画への情報

提供B支援
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計画の推進 :男 女平等推進のために

男女平等社会の実現に向け、全庁を挙げて一体的に取り組みます。

O男 女平等推進センター機能の充実

男女平等社会の実現に向け、男女平等の拠点である男女平等推進センターが

より多くの区民に活用されるよう、各種講座や研修、女性のための相談機能と

活動団体への支援事業を充実させます。また、この男女平等推進計画を区民と

共有し推進できるよう、広く周知に努めます。

O場 女平等推進計画の進捗管理

男女平等社会の実現は区の理念であり、男女平等推進のための施策は全庁的

に取り組む必要があります。男女平等推進本部を中心とした庁内組織の連携を

強化し、施策の進捗状況を目に見える形で管理するとともに、条例設置の葛飾

区男女平等推進審議会において評価します。また、課題ごとに数値目標を設定

し、計画の成果をわかりやすく公開します。

事業名 所管課

男女平等推進センター及びセンター事業の周知B情報発信

男女平等に関する資料の収集・提供

各種相談事業

各種相談における一時保育事業 【新規】

人権推進課

事業名 所管課

数fLf目標の設定による進捗管理 【新規】

「葛飾区男女平等推進計画進捗状況調査」の実施・公表

男女平等推進審議会

男女平等推進本部

人権推進課
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帥 員の意識啓発

区は男女平等社会の実現に向けて先導的な役割を果たす必要があります。区
職員の男女平等意識の啓発、配偶者暴力被害者への二次被害防止のための研修
など、さまざまな取組を行い、男女平等意識の理解をより深めます。

B職員を対象とした男女平等研修
・窓日職員等研修 《再掲》

人材育成課
人権推進課

埜 民十民間団体等との協勧

男女平等推進に向けた取組は、区民や企業、

学等の機関との連携 i協働が不可欠です。区は、

より効果的な啓発事業を進めます。

地域活動団体、 NPO団 体、大

区民やこれ らの機関と連携 し、

B大学、NPO等 との交流・連携
・男女平等推進センターまつり(パルフェスタ)《再掲》
・企画講座(地域団体向け)《再掲》

・都等との連

男女平等社会の実現に向けた取組は、区だけでは解決できない課題が多く存
在 してお り、法や制度の整備、規制等は、国 。東京都など関係機関との協力が
必要とな ります。また、他自治体や東京都 との情報交換を積極的に行 うなど、
連携を密に取 り組みます。

人権推進課

・男女平等の諸施策の充実に向けての国・東京都への要請
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《推 進 体 制 》

/            、
《葛飾区男女平等推進審議会》

学識経験者 3人以内
区内関係団体を代表する者 8人以内
公募区民 4人 以内
その他、区長が必要と認める者 2人以内

《葛飾区男女平等書情調整委員会》
人格が高潔で社会的信望が厚く、男女平等

社会の推進に関し優れた識見を有する者
3人以内

＼ ノ

《葛飾区長》
1

《葛飾区男女平等推進本部》
本部長:富1区長
本部員:関係部長

《幹事会》
幹事長:総務部長
幹事:関係課長

各部女性管理職

《事務局》
総務部人権推進課

《各所管課》

《葛飾区男女平等推進センター》

区民B団体・企業・大学。NPO等 国口東京都B区市町村・関係機関

34



4計 画事業体系図口事業一覧

目標可 男 女がともに協力しあい、仕事も暮らしも楽しめるまち かつしか

～誰もが仕事と家庭を大切にした質の高い暮らしを営むことができるよう、
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を推進します。～

O課 題 1

施策の方向

仕事と生活の調和 (ワーク・ライフ・バランス)の推進

計画事業

計 画 事 業 体 系 田

ワーク・ライフ・バランスの
推進に向けた普及・啓発

ワーク ラヽイフ・バランスに
関する情報提供・啓発

1ワーク・ライフねバランスに関する普及・啓発

2ワーク,ライフ・パランスに関する講座・講演会

3葛 飾区職員次世代育成支援計画 第二期(特定事業主行動
計画)に基づく仕事と生活の調和の推進

働き方の見直しに関する
企業への働きかけ

企業の職場環境の整備に
向けた支援

企業向け仕事と生活の調和応援事業

5企 業向けセミナー

事業所向け啓発誌の発行

7企 画講座(企業向け)

男性の子育てや介護への
参画支援

男性の家事・育児=介護への
参画支援

3男 性の家庭生活参画促進に関する普及口啓発

9男 性の家庭生活参匿=ネットワークづくり支援

10ひとり親家庭等ホームヘルパー派遣事業
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目標可 男女がともに協力しあい、仕事も暮らしも楽じめるまち かつしか

～誰もが仕事と家庭を大切にした質の高い暮らしを営むことができるよう、
仕事と生活の調和(ワークロライフ'バランス)を推進します。～

O課 題2多 様な働き方を支援する環境の整備

施策の方向           取 組 計画事業 ☆=新 規事業

1保 育・介護環境の整備

保育園・学童保育クラブの
環境整備

11保 育国の多様な保育サービスの充実

12学重保育クラブ事業の充実

介護環境の整備
13在宅介護支援事業

14介 護サービスの適切な提供の推進

15高齢者施設の整備支援

16しあわせサービス事業

17障害者の日中活動の支援

子育て支援サービスの充実
13のびのびひろば事業

19子 育て,育児グループの育成支援

20ファミリー・サポート・センター事業

21シ ョートステイ・トワイライトステイ事業

子育て講座(家庭教育講座)

2女 性のための就労支援
女性の就労に向けた支援

ひとり親家庭への支援
母子家庭の母の就労支援事業

10ひ とり親家庭等ホームヘルバー派遣事業 《再指》

個人の希望に応じた
働き方への支援

多様な働き方に関する
情報提供口支援

企業,区民向け情報議等による啓発及び雇用促進事業

24資 格取得支援 《再掲》

開美セミナー

30障 害者就労支援事業

全
Ｕ

う
０



目標2男 女がともに人権を尊重しあい、自分らしく生きることができるまち かつしか
～男女がIぃの人権を尊重し、生涯にわたって心もか

員盤 蟹雰異重       体 で取り組みます。～暴力のな

O課 題1 あらゆる暴力の根絶

施策の方向           F7細              ュ 活を撃
ゴ
・・・・・〔Bコ…●H,●●…■●●=・口"・・●●…●コ●●…●●…コロロ●口B●●●口,D●●… ☆=新 規事業計画事業

被害者支援の充実
安全確保に向けた体制の整備

38婦 人相談  《 再掲》

44被 害者情報の適切な取り扱い

45住 民基本台帳事務における支援措置

自立に向けた支援
46都 営住宅優遺抽選の情報提供

38婦 人相談 《再掲》

7母 子の生活再建に向けた支援

被害者支援に向けた連携
DV関 係機関との連携会議の運営

49窓 口職員等研修

1 配 偶者暴力の未然防止
未然防止に向けた普及・啓発

31「女性に対する暴力をなくす運動」の推進

32若 年層に向けた啓発

配偶者暴力防止に関する冊子ツミンフレットの作成=配布

2配 偶者暴力の早期発見の推進
早期発見の推進に向けた連携

34要 保護児童対策地域協議会

35医 療,福祉関係者等への早期発見に向けた周知コ啓発

5あ らゆる暴力防止に向けた取組

2さまざまな暴力防止に向けた講座・講演会

53人 権啓発紙による啓発

54☆ 犯罪被害者支援のための取組

関係機関との連携
34要 保護児童対策地域協議会 《再掲》

51高 齢者虐待防止ネットヮーク事諭

55ハ ラスメント相談・苦情処理委員会

3相 談の充実
相談窓日の周知

36配 偶者暴力相談窓日局知の拡充

相談事業の充実
37女 性に対する暴力相談(DV相談)

4024時 間電話相談(高齢者虐待防

41外 国人生活相談

42☆ DV紙 害者グループカウンセリング

配偶者暴力相談支援センター

機能の検討・整備

☆配偶者暴力相談支援センター機能の検討・整備

※点線内は、「第2次葛飾区配偶者暴力の防止及び被害者保護の
ための計画」に該当します。

つ
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目標2男 女がともに人権を尊重じあい、自分らしく生きることができるまち かつしか

～男女が互いの人権を尊重し、生涯にわたって心もからだも健康に暮らすことができる、
暴力のない社会の実現に向けて地域全体で取り組みます。～

O課 題2お 互いの性の尊重と健康支援

施策の方向           取 縄 計画事業 ☆=新 規事業

各年代に応じた健康支援と
性教育の充実

性と生殖に関する健康と
権利の支援

56「性と生殖に関する健康と権利」に関する事業

57児 童B生徒の発達段階に応じた性教育の推進

58エイズ・性感染症対策の充実

59乳 がん検診

60子 宮がん検診

61☆ 子宮頚がん予防ワクテン接種

63子 育てママの健康チェック(母親健診)

64妊 婦健康診査

65特 定不妊治療費助成事業

健康の維持増進
66葛 飾区基本健康診査

6720歳 代・30歳代健康診査

子育て世代への健康支援
68親 と子のこころの相談室

69母 親学級。ファミリー学級,体日パパママ学級

19子 育て'育児グループの育成支援 《再掲》

2メ ディア=リテラシーの向上
メディア・リテラシーの向上

70メディア・リテラシー向上に向けた講座

71行 政の発行する印811物等への男女平等の視点からの点検

72地域における有害広告物・不健全国書の自動販売機の追放
活動への支援

73情 報教育の推進(情報教育担当職員研修)
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目標3男 女がともに平等意識をもって、個性と能力を発揮できるまち かつしか
～男女があらゆる分野で活躍し、多様な意見が反映さ

筈象ぁ毬逢桑鵠罪窮捷叢釜舗 セ取り組みます。～

O課 題1 男 女平等意識の確立

施策の方向           取 組             計 画菫些

O課 題2あ らゆる分野への男女の参画促進

施策の方向           取 組

男女平等の視点に立った
意識改革の推進

継続的な普及・啓発
74男 女平等推進センターまつり(パルフェスタ)

75男 女共同参画週間に向けた取組

76男 女平等に関する講座。講演会

77啓 発紙等の発行

豪各協簿
ける男女平等男女平等教育の推進と

生涯学習の充実

78学 校での人権教育の推進

79学 校における男女平等にかかわる適正な指導

80人 権教育に関する研修会等

1男女平等教育を進めるための教員研修

2男 女平等保育を進めるための保育士研修

録誓誘雇撞
おける男女平等 83か つしか区民大学

22子 育て議座 (家庭教育講座)《 再掲デ

23家 庭教育応援制度 《再掲》

☆=新 規事業

1 女 性の能力発揮支援
学習の場の提供

理 的性別役割分担意識にとらわれない磯業観の育成

能力発揮のための講座,議演会

企画講座(地域団体向け)

政策・方針決定過程への
女性の参画推進

審議会等への女性の参画促進
87審 議会等への女性の積極的な登用

88鞭 性の参首

些
「政策・方針決定過程への女性の参画状況調査」の実施。公表

90区 職員が昇任し活躍できる職場環境づくり

地域団体のり千ダーヘの
女性の参画推進

91☆ 地域の場における女性の参画調査

高齢者クラブヘの女性の参画の働きかけ

3地 域活動への参画促進

93地 域活動への女性の参画の働きかけ

ボランティア活動推進事業

5シエアポランティア養成講座

96市 民活動参画に向けた相談・情報提供

97介 護予防地域パワー養成事業

16しあわせサービス事業 《再掲》

20ファミリー サポート̀センター事業 《再掲》
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計画の推進 男女平等推進のために

☆=新 規事業

推進体制の強化に向けた取組

男女平等推進センター機能の
充実

98男 女平等推進センター及びセンター事業の局知,情報発信

99男 女平等に関する資料の収集・提供

100各種相談事業

101☆各種相談における一時保育事業

男女平等推進計画の進捗管理

102☆ 数値目標の設定による進捗管理

103「葛飾区男女平等推進計画進捗状況調査」の実施口公表

104男女平等推進審議会

105男 女平等推進本部

区職員の意識啓発

106職 員を対象とした男女平等研修

50窓 回戦員等研修  《 再掲》

区民・民間団体等との協働

107大学、NPO等 との交流J連携

74男 女平等推進センターまつり(パルフェスタ)《 再掲》

企画講座(地域団体向け)《 再掲》

国・都等との連携

103男女平等の諸施策の充実に向けての目。東京都への要請
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計 画 事 業 ― 寛
≡一一！一一一一一十

，
難

1 ワーク・ライフ。バランスに関する普及ヨ啓発 人権推進課 品あ権繰経玲獣離梶各鞠 ま野!

ワーク・ライフ・パランスに関する講座8講演会 人権推進課 暑雪畳昌想鱗塩蟹揺融 鰹 儀

景骨:魯
竪嘱指奇罫蒼昂彊琶S雪需忌聖雲と垂岳章岩墨孫人事課

づ好母暫甥安線誼罫芦
郷ることだ賊諮響勢

4 企業向け仕事と生活の調和応援事業 人権推進課
歪憂智覇撲戦

推進助成金(平成25年度まで)の

企業向けセミナー 産業経済課
人権推進課 言逐沼酪部 、戦 鶴寵瞥見

競綱

事業所向け啓発議の発行 人権推進課
吊誇捨緊曇騨

周艦堅】望群議塞輪

企画講座 (企業向け) 人権推進課 魯轟書嚢鮎   薔

8 男性の家庭生活参画促進に関する普及・啓発 人権推進課 霞昭筆瑠麟鍬響!進
むよう、意識啓剰こ

男性の家庭生活参画・ネットワ=ク づくり支援 関係各課 鉾離雪岳繁謡麟戦麟

10 ひとり親家庭等ホームヘルパー派遣事業 福祉管理課 支障を生群請盲握審簿=婚窮岩系歪云東れ県己暑療遷し

保育園の多様な保育サービスの充実
子育て支援課
保育管理課 骨髄罪匿匿奨ン銘蟹麓要韮

学童保育クラブ事業の充実 子育て支援課 鱈朝罷鶉ン 華議笠峯昼
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在宅介護支援事業 高齢者支援課
在宅での自立生活を維持するための支援及び介護支援の
ための各種事業を実施し、性別に関係なく介護者の負担を
経減します。

介護サービスの適切な提供の推進 介護保険課
要介護'要支援高齢者とその家族が住み慣れた地域で、生
活や仕事と介護の両立ができるよう、介護サービスの適切
な提供を行います。

高齢者施設の整備支援 福祉管理課
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高齢者
グループホーム等の整備を計画する事業者に対して、整備
費の一部を助成し、整備を促進していきます。

しあわせサービス事業
福祉管理課
(社会福祉協議会)

65歳以上の高齢者やひとり親家庭の児童等を対象に、区
民の参加と協力を得て、有料で家事援助や簡単な介助
サービスを提供する支え合いの事業を行います。

障害者の日中活動の支援 障害福祉課
障害者の日中活動を支援するため、障害者通所施設にお
いて、生活介護サービスや福祉的就労の場を提供していき
ます。

のびのびひろば事業 育成課

児童館において、乳幼児と保護者が遊びや活動を通じ親子
のお、れあいや保護者の仲間づくりを行います。保護者から
の相談に応じたり、事業を実施することで子育てに対する
不安の軽減と援助を行います。

子育て口育児グループの育成支援 子ども家庭支援課
同月齢児や多胎児など、多様な母親の育児グループに健
康情報を提供し、育児問題への理解と解決方法を学ぶとと
もに、子育て中の親同士の伸問づくりを推奨します。

20 ファミリー・サポート・センター事業 育成課
サポート会員(子育てを支援する人)がファミリー会員(子育
て支援を必要とする人)に対して、保育国の送迎や帰宅後
の援助等、必要なサービスを提供します。

ショートステイ・トワイライトステイ事業 子ども家庭支援課
保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに児童の健
全な育成及び資質の向上を図るため、夜問保育や短期宿
泊保育事業を行います。

子育て講座(家庭教育講座) 地域教育課
子育て中の保護者を対象に、子育てに関する知識を学び、
参加者同士の交流を通し、育児不安の軽減を図ることを目
的として講座を実施します。父親の育児参加も促します。

家庭教育応援制度 地域教育課

乳幼児や小中学生の保護者団体、青少年育成団体、子ど
もの育成に関わる団体等が、家庭教育に関する学智会を
行う際の講師を派遣します。

資格取得支援 産業経済課
女性の社会進出やキャリア向上を目的に、国家資格口民間
資格取得のための講座を開催します。
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華 ４
一

苺
椰

再就職講座 人権推進課
出産コ育児B介護等で離職した女性が再就職するために必

麗名経軽期
から提供し、再就職に役立つ講

【新規】
女性のためのしごと相談 人権推進課

享告
あ楢秀営ギず暫F」島す浮耽号多省写王岩〔名録寄意晶

母子家庭の母の就労支援事業 子育て支援課
景3曇暑雪昌津舞

課晃議壕留潜お麟塀写曇雛

食蓮繁
向け情報誌等による啓発及び雇用

産業経済課
塞翻 基京覆ら唇警戦

あたつて居掲ぱ闇暦奮膚炉

開業セミナー
産業経済課 罷脳駆羅額ン 雛婁た

30 障害者就労支援事業 障害福祉課 霜緊舞餡欝鞠罷ミ

「女性に対する暴力をなくす運動」の推進 人権推進課 ;言号」|ま讃経!夕折;髄翻 軍目絹請鋼レ
展示などの啓発活動を行います。

若年層に向けた啓発 人権推進課 戦曇a離亀唇璽墨堰評緩朝審鞍

擢爆需
防止に関する冊子コパンフレットの

人権推進課
馨鰻っ

こ関するパンフレット等を作成し、さらなる

要保護児童対策地域協議会 子ども家庭支援課 匡機謬播郭輩

嬌亀 襲
祉関係者等への早期発見に向けた周

人権推進課

縁羅緊運羅 引テ
循轟難 詩忌tヒ模啓竪

配偶者暴力相談窓口周知の拡充 人権推進課
鋸離 響

輪 三薔若3離 隼島

つ
θ

力
時
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歓
喜 壬襲藝穣巽艶熊離当1巽碧ぞ嚢整蒙撃筆 母1‐韓 誓

女性に対する暴力相談(DV相 談) 人権推進課
暴力を受けた被害者に対して、専門カウンセラーが相談に
応じます。必要に応じて同伴児童の保育など相談の充実を
図ります。

婦人相談 東西生活課

日常生活を営む上で問題を有する女性や配侵者暴力被害
女性について広く相談を受け、婦人相談所等関係機関と連
携しながら、必要な保護を図り、自立に向けた支援を行いま
す。

母子相談 子育て支援課
配偶者等からの暴力により被害を受けた母子に対し、心身
の健康状態・生活状況・経済面等を強き取り、助言・支援し
ます。

24時間電話相談(高齢者虐待防止ネットワーク
事業)

高齢者支援課
介護ストレスや、介護の相談など、また虐待に関する相談
を受けることにより、高齢者虐待の早期発見、養護者(介護
者)のレスパイトケアに取り組みます。

41 外国人生活相談 文化国際課
外国人区民の日常生活全般や各種手続き、制度に関する
相談を行います。配偶者等からの暴力被書に対しては、関
係機関と達携を図り対応します。

42
【新規】
DV殺害者グループカウンセリング

人権推進課

「ぱるかふえ」の活動からDV被害者が安心して語り合える
自助グループの形成を目指し、グループカウンセリングや
自己回復につながる活動を行います。

43

【新規】
配偶者暴力相談支援センター機能の検討コ整
備

人権推進課
平成19年のDV法 一部改正による「配偶者暴力相談支援セ
ンター」設置の市町村努力義務を受け、霊偶者暴力相談支
援センター機能の検討口整備を行います。

44 被害者情報の適切な取り扱い 関係各課

各課が保有する被害者に関する情報について、被害者保
護の立場から管理を徹底するとともに、加害者からの問い
合わせ等に対して、関係する全職員が統一した対応を行い
ます。

45 住民基本台帳事務における支援措置 戸籍住民謀

DV等の被害者からの申請を受け、加害者から被害者の住
民票及び戸籍の附票の写しの交付並びに住民基本台帳の
一部の写しの閲覧請求があつた場合、原則として拒否しま
す。

”
中 都営住宅優遇抽選の情報提供 住環境整備課

都営住宅募集に際して優還抽選制度の情報提供を行い、
住宅に因つている家庭を支援します。

47 母子の生活再建に向けた支援 子育て支援課
配偶者等からの暴力により被害を受けた母子に対し、住ま
い。生活費・離婚・子の保育園入所や転校手続きなど、生活
再建に向けた様々な支援を行います。

DV関 係機関との連携会議の運営 人権推進諜
被害者支援に関わる所管課及び警察,病院等との連絡会
議を開催し、被害者保護や自立のための連携を強化しま
す。
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49 窓回職員等研修 人権推進課 譜轟盤毬識菫離後を教墾

50
【新規】
民間グループの育成・支援 人権推進課

整諮
援を目的とした民間グループの育成及び支

高齢者虐待防止ネットヮーク事業 高齢者支援課 暑樹暑        群握評

さまざまな暴力防止に向けた講座コ講演会 人権推進課 景鉾轟懃議飛隷

人権啓発紙による啓発 人権推進課 8

【新規】
犯罪被害者支援のための取組 人権推進課 墨捷雛     暑鋼挙

ハラスメント相談・苦情処理委員会 人事課

基鞠鶴陛騨 。
熱 ミヽ統撹Z詳ち墨

「性と生殖に関する健康と権利」に関する事業 人権推進課 暑   韮 畳昌患轡 ど

児童コ生徒の発達段階に応じた性教育の推進 指導室 霧鋸艶虐暑]認鶴繋華。

エイズ・性感染症対策の充実 保健予防課 艶麓盤麟畿轍藻葬撃拝

乳がん検診 健康推進課

霧寝塾督豊鯵盟
します貫ゴ点詰亀窪ぱ護篭揺呂析

子宮がん検診 健康推進課 畳暑&ま景亀鑑亀整亀塁晶髭罷磐穆害雪軍賢腎寝疹亀
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能力発揮のための講座 口講演会 人権推進課
育児経験等を職業スキルとして発展させる再就職・職業能
力向上、コミュニケーション能力向上、多様な価値観の受容
と自尊感惰の確立、のための講座・講演会を開催します。

企画講座(地域団体向け) 人権推進課
地域での男女平等の意識づくりを進めるため、男女平等に
関する学習・講座開催を希望する地域団体に対し、希望に
応じた講座企画を提案し、開催口運営を支援します。

審議会等への女性の積極的な登用 関係各課
区の審議会B委員会等への女性の登用について、所管する
各課において積極的に取り組み、女性の参画比率を30%
以上にします。

「審議会等への女性の参画促進に関する指針」
の活用による女性の登用促進

人権推進課
政策・方針決定過程への女性の参画を進めるための指針
を活用し、審議会等委員の改選時をとらえ、女性の参画を
より積極的に働きかけます。

「政策・方針決定過程への女性の参画状況調
査」の実施口公表

人権推進課
政策コ方針決定過程にかかる審議会等委員について、女性
委員の参画率を調査し、その結果を公表します。

90 区職員が昇任し活躍できる職場環境づくり 人材育成課

仕事の進め方を変えることで業務効率を高め、ワークライフ
バランスの取れた業務遂行を実現し、男性も女性も安心じ
て昇任し活躍できる職場環境をつくります。

【新規】
地域の場における女性の参画調査

人権推進課
自治町会をはじめ、NPOやボランティア団体など地域で活
躍している団体における役職などへの女性の参画状況に
ついて、調査を行い公表します。

高齢者クラブヘの女性の参画の働きかけ 高齢者支援課 高齢者クラブ役員への女性の登用を呼びかけます。

地域活動への女性の参画の働きかけ 地域振興課
女性の地域活動への参画を促進するとともに、地域活動の
活性化を図るため、女性が参画じやすい環境づくりや啓発
を図ります。

94 ボランティア活動推進事業
福祉管理課

(社会福祉協議会)

社会貢献活動にとどまらず、より広がりをもつた地域社会ヘ

の参加や自己実現など、活動の動機や形態の多様化に伴
い、さまざまなボランティア活動の支援を行います。

シエアボランティア養成講座 高齢者支援課
シエア世代が地域で生きがいを感じながら活動できるよう、
社会参加のきっかけとなる講座を開催します。

市民活動参画に向けた相談・情報提供 地域振興課
男女がともに市民活動に参加するための普及啓発や相談・

情報提供など、市民活動への参画を支援します。
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100

介護予防地域パワー養成事業 高齢者支援課 含雷岳  鮭 鞠 鐸

露鸞
センター及びセンター事業の周

人権推進課

;を簿 じてヽ蚤鶴 香擦韓義舞雪石魯毬挺柔

男女平等に関する資料の収集B提供 人権推進課 層轟寧督暦錯ぜ瞥簿冒監費虜輩点見嘉≒
男ヽ女平等・人権

各種相談事業 人権推進課
震讐言F雲

亭ま劣博な橋雰とこで設増電、千塾筆者転茜潜

101
【新規】
各種相談における一時保育事業 人権推進課 欝評紹蚕撤

【新規】
数値目標の設定による進捗管理 人権推進課 奏寮房磐鋼 督事馨審蓬建こ筆其

より具体的に進捗

103

104

105

奪慰戦
状況を毎年調査し、結果を区ホームページ等

男女平等推進審議会 人権推進課

録ぁぎ
の勘状況を評価し、輸 蘭倉賃ず

男女平等推進本部 人権推進課
事字P艇細を運営し、全澤亀鱗 穂牲堪税律快警

106

108

職員を対象とした男女平等研修 人材育成謀 呂安宰望薯留     箕 婚圭と
て`ヽ

大学、NPO等 との交流・連携 人権推進謀 窃重と普習ぞ虜讐受       働し、男女平等の大

最交所雲睾
諸施策の充実に向けての国・東京

人権推進課 岳韻籍鵡鋼鋼雛魯暑「続晶

ｎ
ｖ

方
中



5課 題ごとの数値目標

※第4次計画の中間年度に見直すこととする。

課題 指標 現状1直 計画期間中の目標値

目
標

１

1

仕事と生活の調和(ワー

ク'ライフ・パランス)の推
進

「ワーケ ライフ バランス」という言葉の認知度
(「内容まで知つている」「言葉は聞いたことがある」の

合計)

平成2 2年度
3419る

平成27年度
50%以 上

「とうきょう次世代サポート企業」に登録している葛飾
区の事業所数

平成22年度
31社

平成25年度
150社

2
多様な働き方を支援する
環境の整備

男性の『「仕事」と「家庭生活」をともに優先』とする理

想と現実の差

平成22年度
154%

平成27年度
1 0 %

認可t認証保育所、家庭福祉員における0～2歳児の

定員数

平成21年度
3.524ノ(

平成2 6年度
3,889ノ(

目
標

２

1 あらゆる暴力の根絶

DV被 害にあつた女性が「相談した」という割合
平成22年度

4229る
平成27年度

6096

周知。啓発を目的としたパンフレット及び啓発カードを

新たに作成・発行(着年層対象のデートDV防 止・一

般区民対象のDV防止)

平成28年度
5種類

2
A 百 ! 企ヽ 性 n 首 舌 > 確 蔵

健康づくりに取り組んでいる人の割合
平成2 2年

68_40/6
平成27年度

7009る

支援

がん検診 (胃・肺口大腸・子宮ギい前立腺)受診率の

平均

平成21年度
16_3%

平成24年度
21 1%

目
標

３

1 男女平等意識の確立

男女平等社会の進度で「十分平等になつてきている」
「かなり平等になってきている」と思う人の割合(合

計)

平成2 2年度
313 9る

平成2 7年度
409も

「男女の共同参画が進んでいる」と思う人の割合
平成22年度

5209も
平成27年度

54%

あらゆる分野への男女の

参画促進

男女平等推進センター(ウィメンズパル)の認知度
平成22年度

4639も
平成27年度

65%

審議会等の女性委員の割合
平成2 2年度末

24496
平成28年度
30%以 上
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葛飾区男女平等推進条例

目次

前文

第 1章  総 則 (第 1条 ―第 6条 )

第 2章  男 女平等推進施策 (第 7条 ・第 8条 )

第 3章  男 女平等推進審議会 (第 9条 一第14条)

第 4章  男 女平等苦情調整委員会 (第15条―第22条 )

第 5章  雑 貝J(第 23条 )

付則

私たちは、すべての年代 において、性による差別 を受けることな く、女性 も男性 も多様

な生 き方を選択 し、協力 し合い、豊かな家庭生活や社会生活 を営むことができる地域社会

の実現を願 ってぃる。

もとより、個人の尊厳 と法の下の平等は、 日本国憲法で保障 されている ところである。

また、世界人権宣言及び女子に対す るあらゆる形態の差別の撤廃に関す る条約 も、性 によ

る差別を禁止 している。

これ らを受けて、わが国においては、男女差別 を禁止す る種々の法律が制定 され、法律

上は、男女の平等が保障 されている。また、葛飾 区においては、男女平等社会実現かつ し

かプランを策定 し、積極的に男女平等社会 を推進す るための施策に取 り組んできた ところ

である。 しか し、今なお、性別 による固定的な役害J分担意識 とそれに基づ く社会的な制度

や慣行が残 されてお り、そのために、人 と しての尊巌 を保 ちつつ、 自らの選択に基づ く多

様 な生き方を追求す ることが阻害 されている状況がある。

ここに私たちは、男女が、生まれなが らに持つ身体の違いを認 めつつ も、互いに人格 を

尊重 し合い、その個性 と能力を十分に発揮 し、協力 し合 う男女平等社会の実現を図るため、

この条例 を制定す る。

第 1章  総 則

(目的)

第 1条  こ の条例は、男女平等社会の推進 に関 し、基本理念 を定め、葛飾区 (以下 「区」

とい う。)、 区民及び事業者等の責務 を明 らかにす るとともに、区の基本的な施策 を定

めることによ り、すべての区民が、多様な生き方 を選択 し、協力 し合い、豊かな家庭生



(推進計画)

第 8条  区 長は、男女平等推進施策 を総合的に進めるための計画 (以下 「推進計画」 とい

う。)を 策定す るもの とす る。

2 区 長は、推進計画を策定 し、又は変更す るときは、あらか じめ、区民及び事業者等の

意見を反映す ることができるよ うに適切な措置を講ず るとともに、葛飾 区男女平等推進

審議会に諮問 しなければな らない。

3 区 長は、推進計画を策定 し、又は変更 した ときは、これを公表 しなければな らない。

4 区 長 は、推進計画の進 捗 状況 につい て、毎年 1回 、葛飾 区男女平等推進審議会 に報

告す るとともに、これを公表 しなければならない。

第 3章  男 女平等推進審議会

(設置)

第 9条  男 女平等推進施策を推進す るため、区長の附属機関 として、葛飾 区男女平等推進

審議会 (以下この章において 「審議会」 とい う。)を 置 く。

(職務)

第 1 0条 審 議会は、区長の諮問に応 じ、男女平等推進施策に関す る重要な事項及び推進計

画の策定又は変更について審議 し、答申す る。

2 審 議会は、区長の求めに応 じ、男女平等推進施策 に関す る事項及び推進計画の進 捗

状況について、意見を述べることができる。

3 審 議会は、審議のため必要があると認 めるときは、関係機関の職員その他の関係人の

出席 を求め、必要な資料を提 出 させ 、意見を聴 き、又は説明を求めることができる。

(組織)

第 1 1条 審 議会は、区長が任命す る委員17人以内をもつて組織す る。

(任期)

第1 2条 審 議会の委員の任期は、 2年 とし、再任 を妨げない。ただ し、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間 とする。

(会議)

第 1 3条 審 議会の会議は、公開 とす る。ただ し、特別の理由があるときは、 この限 りでな

い 。



(委往)

第 1 4条 こ の章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関 し必要な事項は、区長が

別 に定める。

第 4章  男 女平等苦情調整委員会

(設置)

第1 5条 男 女平等社会の推進を阻害する事項に関 し区民か ら申立てのあった苦情 (次条に

おいて 「苦情」 とい ぅ。)を 適正に処理す るため、区長の附属機 関 として、葛飾区男女

平等苦情調整委員会 (以下 この章において 「苦情調整委員会」 とい う。)を 置 く。

(職務等)

第1 6条 苦 情調整委員会は、区長の求めに応 じ、苦情について調査 し、審議 し、必要があ

ると認 めるときは、当該吉情に関係す るものに対 し助言又は是正の要望その他の措置を

講ずるよ うに区長に意見を述べ ることができる。

2  苦 情調整委員会は、男女平等社会の推進を阻害す る状況があると認 めるときは、区長

の求めがない場合においても、調査 し、審議 し、意見を述べ ることができる。

3  苦 情調整委員会は、調査又は審議のため必要があると認めるときは、関係機関の職員

その他の関係人の出席 を求め、必要な資料 を提出 させ、意見 を聴 き、又は説明を求める

ことができる。

4  区 長は、第 1項 の規定によ り調査及び審議 を求めたか否かにかかわ らず、苦情の内容

及びその処理 について、吉情調整委員会に報告す るもの とす る。

(任命)

第 1 7条 苦 情調整委員会の委員 (以下 この章において 「委員」 とい う。)は 、 3人 以内 と

し、人格が高潔で社会的信望が厚 く、男女平等社会の推進に関 し優れた識見を有す る者

の うちか ら区長が任命する。

(任期)

第1 8条 委 員の任期は、 2年 とし、再任 を妨げない。ただ し、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間 とす る。

(角牢仁二)

第1 9 条 区 長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができない と認 めるとき又は委員に

職務上の義務違反その他委員たるに適 しない非行があると認 めるときは、その委員 を解



任す ることができる。

2 委 員は、前項の規定による場合 を除いては、その意に反 して解任 され ることがない。

(会議)

第2 0条 苦 情調整委員会の会議 は、非公開 とす る.た だ し、特別の理由があるときは、こ

の限 りでない。

(守秘義務)

第2 1条 委 員は、職務上知 ることのできた秘密 を漏 らしてはな らない。その職 を退いた後

も同様 とす る。

(委任)

第2 2条 こ の章に定めるもののほか、苦情調整委員会の組織及び運営に関 し必要な事項は、

区長が別に定める。

第 5章 雑則

(委任)

第2 3条 こ の条例の施行に関 し必要な事項は、区長が別に定める。

付 則

この条例は、平成 1 6年4月 1日 か ら施行す る。ただ し、第 3章 及び第 4章 の規定は、葛

飾区規則で定める日か ら施行す る。


